
公文書等の適切な管理、保存及び利用のための体制整備について 

－未来に残す歴史的文書・アーカイブズの充実に向けて－（抄） 

(平成 16年６月 28日 公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談会第一次報告書) 

 

 

１ 基本的な考え方 

（３）現代の遺産を保存していない我が国の公文書館制度 

（略） 

２０世紀後半から現代に至る多くの重要な意思決定、すなわち人々の苦難と

選択の歴史を現在の日本の公文書館制度は、我々にあるいは、将来の世代に残

しているのだろうか。江戸時代、明治時代の先人が我々に残し、現在公文書館

に保管されているような貴重な記録を、子孫に対して残しているのだろうか。

１０年後、３０年後の公文書館は、戦後史を題材にした特別展を開催し、同じ

ような感動を将来の国民に伝えることができるのだろうか。現状の制度をこ

のまま残す限り、残念ながら答えはいずれも「否」といわなければならない。 

現実は、戦後の日本についての記録を知りたければ、むしろ米国の国立公文

書館を訪ねた方がよいというのが研究者の一般的な認識である。例えば、国家

賠償法（昭和２２年法律第１２５号）の立法過程に関する記録は、我が国の国

立公文書館において発見することはできないが、米国の国立公文書館に記録

が存在する 。１０年ほど前に自らの機関で行われた意思決定がどのような経

過でなされたかについての記録が当該機関（省庁）に存在せず、米国の国立公

文書館で発見されたという話もある。 

戦後６０年を経過しようとしているにもかかわらず、戦後を対象とした歴史

研究がほとんどなされていないのも公文書等の体系的保存がなされていない

ことと無関係ではない。１９５０年代を対象とした数少ない歴史研究は、ほと

んどが、関係者へのインタビューや口述記録や雑誌記事、報道等、さらには米

国国立公文書館所蔵の資料で客観的資料の不足を克服しようとしたものであ

って、国立公文書館所蔵の公文書等は、ほとんど貢献していない。歴史の実証

研究という観点からいって諸外国に比べて大きな制約がある。 
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